
非 常 勤 職 員 の 災 害 補 償 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則 の あ ら ま し  

 

１  勤 労 青 少 年 福 祉 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 27年 法 律 第 72号 ）

の 成 立 に よ り 、 職 業 能 力 開 発 促 進 法 （ 昭 和 44年 法 律 第 64号 ） が 一 部 改

正 さ れ る こ と に 伴 い 、 所 要 の 改 正 を 行 い ま す 。  

 

２  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 27年 10月 １ 日 か ら 適 用 し ま

す 。  


